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２月２１日に発生した火災の経過

 午前７時２５分 不燃・粗大ピットより白煙発生。クレーンにて白煙付近のごみをフ

ロアに取出し消火

 午前７時４８分 再度ピットから白煙が発生、放水銃による消火活動を開始

 午前８時００分 自衛消火活動を継続するが、白煙の勢いが強くなり１１９番通報

 午前８時１０分 公設消防隊到着、消火活動開始

 午後１２時５５分頃 放水から泡消火剤に切り替えピット内満量まで充填し経過を観察

 午後３時３０分 公設消防隊により鎮火を確認



２月２１日の火災の状況



ごみ処理等への影響（２月２１日発生分）

当日の処理への影響

入場規制により搬入できなかった可
燃ごみ、不燃ごみは多摩ニュータウ
ン環境組合への応援要請を行う

市民持ち込み分（粗大ごみ）の受入
れを中止

粗大ごみの収集を中止。すでに収集
したものは三角地に一時仮置き
（当日中に施設内へ移動）

翌日の状況及び影響

不燃・粗大ピット以外の処理施設は
操業を再開

行政回収及び市民持ち込み（粗大ご
み）、粗大ごみ収集などは通常搬入

不燃ごみの応援処理を継続

市立室内プールの営業については、
蒸気の供給が一時停止したため準
備が間に合わず臨時休館となった



ごみ処理応援の状況（２月２１日発生分）

多摩ニュータウン環境組合

による応援処理

期間 ２月２１日から４月２６日

処理量３５６．１９トン

戸吹クリーンセンター（八王子市）

による応援処理

期間 ２月２８日から３月１１日

処理量９０．６１トン

※町田市バイオエネルギーセンターのクレーンが仮復旧したことにより応援処理を終了



被害状況と復旧見込み（２月２１日発生分）
クレーン設備のほか、照明、放送器具などの焼損及び溶損

当初、５月中には復旧作業を開始予定、しかしコロナ禍による世界的な資機材不足
により納期が未定である状況が判明し、作業等が延期

現在は１０月を目処に建築躯体等の詳細調査を行い、恒久的な復旧工事に向けた
調整を行っている

再発防止策
消火が困難であった理由は、ピットに貯留したごみの深い位置が発火点だったと推定

（ごみの高さ７メートル、底部から１～２m程度のところから焦げたごみの塊が確認された）

ピットの貯留量を少なく維持し、発火した際には消火しやすい環境にする



６月１１日に発生した火災の経過

午前９時０４分 不燃・粗大処理施設２階フロアの作業員が発煙を確認

午前９時０５分 火災検知器作動、「№１破砕物搬送コンベヤ」からの出火を

確認し自衛消火活動を開始。入場規制、搬入停止措置

午前９時０９分 １１９番通報

午前９時１６分 公設消防隊到着、消火活動開始。

午前１０時２５分 鎮火が確認され、消防隊から入場再開の許可

午前１０時４０分 入場規制及び搬入停止措置解除し、搬入を再開



６月１１日の火災の状況



ごみ処理等への影響（６月１１日発生分）

当日の処理への影響

 入場規制により搬入できなかった搬入

車両は三角地等で一時待機後、午前

中分は１３時ころまでに搬入を完了

 市民持ち込み分（粗大ごみ）の受入れ

中止（午後に搬入再開の連絡を行う）

 粗大ごみの収集分搬入は、すでに収

集したものを三角地に一時仮置き。

（後ほど施設内へ移動）

翌日の状況及び影響

 不燃・粗大処理施設の破砕処理以降

が停止中

 行政回収及び市民持ち込み（粗大ご

み）、粗大ごみ収集などは通常搬入



ごみ処理応援の状況（６月１１日発生分）

多摩ニュータウン環境組合による応援処理

期間 ６月２１日から（７月末日までを予定）

応援量 月曜日・火曜日 最大１５トン/日

被害状況と復旧見込み（６月１１日発生分）

№1破砕物搬送コンベヤ焼損

７月中に復旧させる予定で調整中



それぞれの火災の出火原因

• 出火元付近からは電池のようなものが出て

きたが、いずれも原因の特定には至らな

かった

• 原因として推定される、小型充電式２次電池

やスプレー缶、ライターなどをごみに混入さ

せないよう対策を実施



施設内対策

搬入された燃やせないごみを床面に降ろしたところで行う手選別作業の人員を増強（２名程度）

発火の危険性が高い場所に設置されている消火器の増設（１．５倍程度）

 収集時の対策

 燃やせないごみの収集車乗車人員を通常２名から３名に増員し、収集時の内容物確認、異物
除去を実施

 小型充電式電池の行政回収を７月より実施（８月実施予定を前倒し）

再発防止策（６月１１日発生分）



変更前 変更後

①A 回収協力店による回収
有害ごみとして行政回収（新規）
回収協力店による回収

①B 家庭で保管 有害ごみとして行政回収（新規）

② ボタン型電池 回収協力店による回収
有害ごみとして行政回収（新規）
回収協力店による回収

乾電池 有害ごみとして行政回収 有害ごみとして行政回収

コイン型電池 有害ごみとして行政回収 有害ごみとして行政回収

回収品目

小型充電式電池（リサイクルマークがある
もの）

小型充電式電池（破損しているもの・リサ
イクルマークがないもの）

※電池を取り外すことができない小型家電につきましては、これまでどおり、小型家電回収ボックス
   及びリサイクル広場（地域リサイクル広場を除く）で拠点回収を行います。

リチウムイオン電池 ニッケル水素電池 ニカド電池

破損（膨張）しているもの マークがないもの



① 「小型充電式電池等の出し方の案内チ

ラシ」全戸配布を６月２４日より開始

② 広報誌等への掲載

 「広報まちだ」 ７月１日号

 「ECOまちだ」 ７月１５日発行予定

 「ごみナクナーレ」８月１日発行予定

③ 防災行政無線による放送

７月２日、６日 両日とも１５時放送

④ 町田市公式ホームページへの掲載

対応策の周知について

⑤ SNS（ツイッター・インスタグラム）

 「町田市公式ハスのん」

 「ごみナクナーレ」

⑥ ごみ分別アプリ

⑦ 町田市資源とごみの収集カレンダー

９月発行

⑧ 資源とごみの出し方ガイド










